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バ等が該当する。 
 
３ 第３号 特定電気通信役務提供者 

(1) 趣旨 
本号は、本法律の規定の対象となる者を定めたものである。特定電気通信設備を用い

て電気通信役務を提供する者を「特定電気通信役務提供者」としている。 
プロバイダは、自らが設置している特定電気通信設備を用いた特定電気通信によって

他人の権利を侵害する情報が流通している場合に、(a)当該情報の送信を防止するための

措置をとる、(b)発信者の特定に資する情報（発信者情報）を開示する、という対応をと

ることが可能な場合があるため、本法律では、このようなプロバイダを対象とし、特定

電気通信による情報の流通によって権利が侵害された場合について、(i)適切かつ迅速な対

応を促進するための損害賠償責任の制限、(ii)権利の侵害を受けた者が当該情報の発信者

情報の開示を受けることができるための権利を規定することとしている。 
企業・大学等は、特定電気通信設備を設置して、企業の従業員、大学の職員・学生に

外部の者との通信のために当該設備を使用させている場合がある。このような場合、企

業・大学等は、プロバイダと同様の役務を営利を目的とせずに提供しているものと考え

られ、上記(a)、(b)の対応をとることのできる者という意味では、プロバイダと何ら異な

るものではない。そこで、本法律においては、役務を提供する者を営利目的で限定する

こととはせず、企業・大学等を含めた特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供し

ているすべての者を対象者とすることとしている。 
具体的には、ウェブホスティング等を行ったり、第三者が自由に書き込みのできる電

子掲示板を運用したりしている者であれば、電気通信事業法の規律の対象となる電気通

信事業者だけでなく、例えば、企業、大学、地方公共団体や、電子掲示板を管理する個

人等も特定電気通信役務提供者に該当しうるものである。 
 

(2) 用語の説明 
① 「他人の通信を媒介し」 

「他人の通信を媒介する」とは、他人の依頼を受けて、情報（符号、音響又は影像）

をその内容を変更することなく、伝送・交換し、隔地者間の通信を取り次ぎ、又は仲

介してそれを完成させることをいう。 
 
② 「特定電気通信設備を他人の通信の用に供する」 

「特定電気通信設備を他人の通信の用に供する」とは、特定電気通信設備を他人の

通信のために運用することをいい、特定電気通信設備を直接他人に利用させることは

もとより、「他人の通信を媒介する」ことも含む。また、「他人の通信」には、自己と

他人との通信を含むことから、自己の特定電気通信設備を自己以外の者との通信に使




